
   
               

人
生
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
、市
民
課
の
窓

口
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。 

引
っ
越
し
に
伴
う
転
出
・
転
入
の
手
続
き
に

は
住
民
票
の
写
し
が
、住
宅
・
車
を
購
入
す
る

た
め
に
は
印
鑑
証
明
が
、そ
れ
ぞ
れ
必
要
で
す
。 

婚
姻
・
出
生
・
死
亡
な
ど
の
人
生
の
転
機
で

の
届
出
も
、市
民
課
の
窓
口
で
手
続
き
を
し

ま
す
。 

出
生
、転
入
な
ど
、そ
こ
か
ら
市
役
所
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
す
。
市
民
課
は
、皆

さ
ん
の
生
活
に
密
着
し
た
市
役
所
全
体
の
窓

口
で
す
。 

今
回
、市
民
課
の
窓
口
の
意
外
と
知
ら
れ

て
い
な
い
業
務
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。 

   場
所
　
市
役
所
・
神
守
支
所
・
神
島
田
連
絡
所
・

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー 

通
常
の
取
扱
日
時 

月
〜
金
曜
日（
祝
日
・
振
替
休
日
は
除
く
） 

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分
、た
だ
し
、

神
島
田
連
絡
所
で
は
土
・
日
曜
日
も
取
り

扱
い
ま
す
。（
祝
日
・
振
替
休
日
は
除
く
） 

注
意
事
項
　
そ
れ
ぞ
れ
取
り
扱
い
可
能
な
業

務
等
が
違
い
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
、外
国
人
の
異
動
手
続
き
、広
域
交
付

住
民
票
の
交
付
、住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
交
付
等
は
市
役
所
の
み
の
取
り
扱
い
と

な
り
ま
す
。 

    

市
役
所
で
は
水
曜
日
の
窓
口
を
午
後
７
時
ま

で
延
長
し
て
い
ま
す 

場
所
　
市
役
所
１
階
市
民
課
窓
口 

延
長
時
間
　
午
後
５
時
１５
分
〜
７
時 

取
扱
業
務
　
住
民
票
の
写
し
の
交
付
、戸
籍

証
明
書
交
付
、印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

（
印
鑑
登
録
証
が
必
要
）、印
鑑
登
録
の
申

請
、自
動
車
臨
時
運
行
許
可
証
の
交
付 

注
意
事
項
　
住
民
の
異
動
に
関
す
る
届
出
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
等
は
で
き

ま
せ
ん
。 

神
島
田
連
絡
所
で
は
土
・
日
曜
日
で
も
証
明

書
を
受
け
取
れ
ま
す 

場
所
　
神
島
田
連
絡
所
（
祝
日
・
振
替
休
日

は
除
く
） 

取
扱
時
間
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５

分 

取
扱
業
務
　
住
民
票
の
写
し
の
交
付
、印
鑑

登
録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑
登
録
証
が
必

要
） 

注
意
事
項
　
戸
籍
証
明
書
等
の
交
付
、住
所

の
異
動
に
関
す
る
届
出
、印
鑑
登
録
の
申

請
等
は
で
き
ま
せ
ん
。 

電
話
予
約
で
住
民
票
の
写
し
を
受
け
取
れ

ま
す 

取
扱
業
務
　
住
民
票
の
写
し
の
交
付
…
本
人

ま
た
は
同
一
世
帯
に
属
す
る
方
の
住
民
票

の
写
し 

予
約
受
付
　
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
振
替
休

日
は
除
く
）の
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５

時 

市
役
所
当
直
室
で
の
受
取
時
間 

・
月
〜
金
曜
日（
水
曜
日
は
除
く
） 

　
午
後
５
時
１５
分
か
ら
９
時 

・
水
曜
日
　
午
後
７
時
〜
９
時 

・
土
・
日
曜
日
・
祝
日
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午

後
９
時 

    

取
扱
日
時
　
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
振
替
休

日
は
除
く
） 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分 

取
扱
業
務
　
住
民
票
の
写
し
の
交
付
、戸
籍

証
明
書
等
の
交
付
、戸
籍
届
出
の
受
付
、印

鑑
登
録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑
登
録
証
が

必
要
）、印
鑑
登
録
の
申
請
、住
所
の
異
動

に
関
す
る
届
出 

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー（
総
合
保
健
福
祉 

セ
ン
タ
ー
２
階
） 

取
扱
日
時
　
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
振
替
休

日
は
除
く
） 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分 

取
扱
業
務 

　
住
民
票
の
写
し
の
交
付
、戸
籍
証
明
書
等

の
交
付
、印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑

登
録
証
が
必
要
） 

注
意
事
項
　
住
所
の
異
動
に
関
す
る
届
出
、

印
鑑
登
録
の
申
請
等
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 
届
出
や
証
明
書
等
の
発
行
は
次
の
 

と
お
り
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
 

神
守
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
 

で
の
取
り
扱
い
は
次
の
と
お
り
で
す
 

通
常
、取
扱
時
間
の
午
前
８
時
３０
分
か
ら
 

午
後
５
時
１５
分
ま
で
に
窓
口
に
来
ら
れ
な
い
方
は
 

次
の
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
 

意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
市
民
課
の
窓
口
 

神
守
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー（
総
合
保
健
福
祉 

セ
ン
タ
ー
２
階
） 

 ▼市民サービスコーナー 
 　(総合保健福祉センター内２階)
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住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、他

の
市
町
村
で
も
住
民
票
を
取
得
で
き
ま
す
の

で
、交
付
を
受
け
る
市
町
村
に
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

   

開
庁
時
間
中（
水
曜
日
の
窓
口
延
長
を
除

く
）は
、市
民
課
窓
口
で
受
け
付
け
し
ま
す
。 

土
・
日
曜
日
・
祝
日
、そ
の
他
閉
庁
日
は
市
役

所
当
直
室
で
受
け
付
け
し
ま
す
。（
記
載
に
不

備
が
あ
る
場
合
は
、電
話
で
確
認
さ
せ
て
い

た
だ
き
、来
庁
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
） 

戸
籍
の
豆
知
識 

 

・
住
所
地
と
本
籍
地
に
つ
い
て 

住
所
地
と
は
住
民
票
が
あ
る
と
こ
ろ

で
す
が
、本
籍
地
と
は
戸
籍
が
あ
る
と
こ

ろ
で
す
。 

戸
籍
の
証
明
は
本
籍
地
で
し
か
取
得

で
き
ま
せ
ん
が
、本
籍
地
宛
て
に
郵
送
で

依
頼
し
取
り
寄
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

・
婚
姻
届
と
入
籍
届
に
つ
い
て 

入
籍
＝
婚
姻
と
い
う
使
わ
れ
方
は
間

違
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、戸
籍
法
上「
入
籍
届
」

と「
婚
姻
届
」は
別
の
届
出
で
す
。 

現
在
の
戸
籍
か
ら
別
の
戸
籍
に
入
る

時
に
必
要
な
の
が
入
籍
届
で
す
。 

結
婚
し
た
と
き
に
は
婚
姻
届
を
提
出

す
る
だ
け
で
、入
籍
の
手
続
き
は
完
了
し

ま
す
。
婚
姻
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、

婚
姻
届
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

問
合
　
市
民
課
市
民
戸
籍
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
１
２
〜
２
１
１
５ 

東
柳
原
町
地
内
外
の
箇
所
に
お
い
て

下
水
管
渠
新
設
工
事
を
実
施
し
ま
す
。ま

た
一
部
の
箇
所
に
お
い
て
、工
事
に
伴
う

上
水
道
の
移
転
工
事
も
同
時
に
実
施
し

ま
す
。 

工
事
期
間
中
は
事
故
防
止
を
図
る
た

め
、道
路
の
片
側
交
互
通
行
等
の
交
通
規

制
を
行
い
ま
す
。
な
お
、規
制
期
間
に
つ

い
て
は
、現
地
案
内
看
板
等
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

工
事
箇
所
　
東
柳
原
町
地
内
外(

図) 

期
間
　
平
成
２７
年
３
月
１３
日

ま
で 

問
合
　
下
水
道
課
下
水
道
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
４
２
６
・
２
４
２
８ 

 
                 

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、住
民
票

の
写
し
、印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
休
止

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。ご
理
解
、ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。 

問
合
　
市
民
課
市
民
戸
籍
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
１
４
・
２
１
１
５ 

  

日
時
　
平
成
２７
年
１
月
１１
日

　 

　
　
　
午
前
１１
時（
受
付
は
午
前
１０
時
１５
分
） 

場
所
　
文
化
会
館 

対
象
　
平
成
６
年
４
月
２
日
〜
７
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方 

そ
の
他 

・
該
当
す
る
方
に
は
、１２
月
上
旬
に
案
内
状

を
お
送
り
し
ま
す
。 

・
他
市
町
村
の
成
人
式
へ
参
加
を
希
望
す
る

方
は
、該
当
の
市
町
村
役
場
等
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
８
３ 

     
        

  

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、年
に
４
回
、選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
の
あ
る
方
を
調

査
し
、登
録
し
て
い
ま
す
。
今
回
１２
月
２
日
に

新
た
に
登
録
さ
れ
る
方
は
、満
２０
歳
以
上
の

方（
平
成
６
年
１２
月
２
日
以
前
の
出
生
者
）で
、

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
引
き
続
き
３
カ
月
以

上
登
録
さ
れ
て
い
る
方
（
平
成
２６
年
９
月
１

日
以
前
に
転
入
届
を
さ
れ
た
方
）で
す
。 

今
回
の
登
録
に
関
し
、次
の
と
お
り
選
挙

人
名
簿
を
縦
覧
で
き
ま
す
。 

縦
覧
期
間
　
１２
月
３
日

〜
７
日

午
前

８
時
３０
分
〜
午
後
５
時 

※
市
役
所
閉
庁
日
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
選
挙
管
理
委
員
会（
市
役
所
３
階
総

務
課
庶
務
Ｇ
）内
線
２
３
５
１ 

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
 

広
域
交
付
住
民
票
に
つ
い
て
 

婚
姻
・
出
生
・
死
亡
等
の
戸
籍
届
出
 

は
３
６
５
日
２４
時
間
受
け
付
け
し
ま
す
 

下水道工事のお知らせ 

平
成
２７
年
津
島
市
成
人
式
 

１１
月
２２
日

〜
２４
日（
月
・
振
）は
、 

神
島
田
連
絡
所
の
証
明
書
交
付
を 

休
止
し
ま
す お

知
ら
せ 

東柳原町地内外 

東小学校 

海部総合庁舎 
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失
業
等
に
よ
り
生
活
が
一
時
的
に
困
窮
し
、

医
療
費
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
に
、医
療

機
関
等
の
窓
口
で
の
自
己
負
担
額（
一
部
負

担
金
）が
減
免（
減
額
、免
除
ま
た
は
支
払
猶

予
）さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

な
お
、申
請
に
は
、収
入
や
資
産
に
関
す
る

証
明
書
、申
告
書
類
の
ほ
か
、医
師
の
意
見
書

等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

申
請
期
限
　
減
免
の
対
象
と
な
る
理
由
の
発

生
し
た
日
か
ら
６
カ
月
以
内 

適
用
期
間
　
申
請
日
か
ら
６
カ
月
を
経
過
し

た
月
の
末
日
ま
で 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 

    

も
う
い
い
か
い 

　
　
　
　
火
を
消
す
ま
で
は
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
あ
だ
だ
よ 

こ
の
運
動
は
、火
災
が
発
生
し
や
す
い
時

季
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、市
民
の
皆
様
の
火

災
予
防
の
一
層
の
普
及
を
図
り
、火
災
の
発

生
を
防
止
し
、死
傷
者
を
減
少
さ
せ
る
と
と

も
に
、財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。 

住
宅
火
災
　
い
の
ち
を
守
る
　
習
慣
と
対
策 

４
つ
の
習
慣 

・
寝
た
ば
こ
は
、絶
対
や
め
る
。 

・
ス
ト
ー
ブ
は
、燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離
れ

た
位
置
で
使
用
す
る
。 

・
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と
き

は
、必
ず
火
を
消
す
。 

・
こ
の
く
ら
い
な
ら
良
い
と
油
断
し
な
い
。 

４
つ
の
対
策 

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、住
宅
用
火
災

警
報
器
を
設
置
す
る
。 

・
家
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に

防
炎
製
品
を
使
用
す
る
。 

・
火
災
を
小
さ
な
う
ち
に
収
め
る
た
め
に
、

住
宅
用
消
火
器
等
を
備
え
る
。 

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る

た
め
に
、隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。 

 

付
け
ま
し
た
か
住
宅
用
火
災
警
報
器 

一
般
住
宅
で
も
住
宅
用
火
災
警
報
器
等
の

設
置
及
び
維
持
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

火
災
か
ら
守
ろ
う
命
、 

　
　
　
　
付
け
よ
う
火
災
警
報
器 

      

設
置
器
具 

煙
式
の
住
宅
用
防
災
機
器（
警
報
器
ま
た

は
、報
知
設
備
）で
、日

本
消
防
検
定
協
会
Ｎ

Ｓ
マ
ー
ク
入
り
の
も

の
を
推
奨 

 

取
り
扱
い
・
販
売 

家
電
販
売
店
、ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
、ス
ー
パ

ー
等
の
防
災
グ
ッ
ズ
売
り
場
で
販
売
さ
れ
て

い
ま
す
。 

悪
質
な
訪
問
販
売
に
注
意
！ 

住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
義
務
化
を
契
機

と
し
て
、不
適
切
な
価
格
、無
理
強
い
販
売
な

ど
を
行
う
業
者
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。（
ク

ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
対
象
に
な
り
ま
す
） 

問
合
　
消
防
本
部
総
務
課
予
防
設
備
Ｇ 

　
　
　
1
２３
ー

０
４
１
９ 
     

後
部
座
席
で
も
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
「
カ
チ
ッ
と
！
」
ね
!! 

後
部
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
着
用
し
な

い
と
、交
通
事
故
に
遭
っ
た
場
合
、自
分
自
身

へ
の
大
き
な
被
害
、車
外
放
出
、前
席
同
乗
者

へ
の
加
害
な
ど
の
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
後
部

座
席
で
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
は
、同
乗
し

て
い
る
家
族
や
友
人
の
大
切
な「
命
」
を
守
り

ま
す
。 

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
命
綱
！
車
に
乗
っ
た
ら
、

ま
ず
、全
員
が
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
カ
チ
ッ
と
締

め
ま
し
ょ
う
。 

抱
っ
こ
で
は
守
れ
な
い
　
子
ど
も
の
命 

時
速
４０
㎞
で
衝
突
時
、子
ど
も
の
体
重
は

実
際
の
約
３０
倍
に
も
相
当
し
ま
す
。こ
れ
で
は
、

大
人
が
ど
ん
な
に
力
持
ち
で
も
「
抱
っ
こ
」
で

支
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

子
ど
も
を
事
故
か
ら
守
る
の
は
、大
人
の
責

任
で
す
！ 

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
は
習
慣
づ
け
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
ま
た
、チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
が

正
し
く
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
正
し
く
取
り
付
け
て

い
な
い
と
効
果
が
薄
れ
て
、重
大
な
事
故
に
つ

な
が
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。 

問
合
　
地
域
安
全
課
交
通
防
犯
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
６
１
・
２
３
６
２ 

           

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス（
Ｄ
Ｖ
）

と
は
、配
偶
者
や
恋
人
の
間
で
起
こ
る
暴
力

の
こ
と
を
言
い
ま
す
。 

暴
力
は
殴
る
、蹴
る
な
ど
の
身
体
的
暴
力

だ
け
で
な
く
、脅
す
な
ど
の
精
神
的
暴
力
、生

活
費
を
渡
さ
な
い
な
ど
の
経
済
的
暴
力
や
性

的
暴
力
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。
ひ
と
り
で
抱

え
な
い
で
、ま
ず
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

Ｄ
Ｖ
相
談
窓
口
　 

　
人
権
推
進
課（
市
役
所
２
階
） 

時
間
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分 

　
　
　（
市
役
所
閉
庁
日
は
除
く
） 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
行
政
推
進
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
７
１ 

ひ
と
り
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？
 

〜
Ｄ
Ｖ
は
重
大
な
人
権
侵
害
で
す
〜
 

国
民
健
康
保
険
　
一
部
負
担
金
の
減
免
 

住
宅
火
災
　
い
の
ち
を
守
る
　
習
慣
と
対
策 

１１
月
９
日

〜
１５
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
 

１１
月
１１
日

〜
２０
日

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
 

着
用
徹
底
強
化
旬
間
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